
日本における水際対策強化に係る新たな措置 

（インドからの入国者：指定施設で１０日間待機） 

 

●５月２８日（金）午前０時以降にインドから日本に到着する全ての方は、検疫所が確保

する宿泊施設で１０日間待機いただき、帰国後３日目、６日目及び１０日目に改めて検査

を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は残りの期間（４日間）をご自宅等

で待機していただくことになります。 

 

【本文】 

１ ５月２５日、日本政府は、５月２８日（金）午前０時以降にインドから日本に到着す

る全ての方に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所（検疫

所が確保する宿泊施設に限る）での１０日間の待機を求めると発表しました。５月２５日

現在は指定施設での待機は６日間ですが、この期間が１０日間となります。その上で、入

国日の翌日から起算して３日目、６日目及び１０日目に改めて検査を行い、いずれの検査

においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後

１４日間の残りの期間（４日間）をご自宅等で待機していただくことになります。 

（例：月曜日に日本に到着された方は、火曜日が１日目、木曜日が３日目、日曜日が６日

目、次の木曜日が１０日目となり、３日目、６日目、１０日目に検査が行われます。これ

らの検査で陰性の場合は、１０日目の木曜日に指定施設での待機が解除され、残りの４日

間をご自宅等で待機していただくことになります。） 

 

御参考：全ての入国者に共通の措置（厚生労働省ホームページ：水際対策に係る新たな措

置について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

２ ５月２７日（木）にインドを出発される方（２８日の午前０時以降に日本に到着され

る方）は、本件措置の対象となります。 

 

３ インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が引き続き厳しい状況が続いており、医

療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中

の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。現時

点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの

感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。 

 

※スポット情報：インド滞在中の皆様への注意喚起（インド国内の医療提供体制のひっ

迫） 

（ＰＣ） https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html 

（携帯） http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html 
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４ 日本への帰国のためのＰＣＲ検査に関する情報や日本への臨時便の運航について、以

下の領事メールでお知らせしていますのでご確認ください。 

 

※５月８日 領事メール 

在コルカタ日本国総領事館管轄４州（西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール

州）における新型コロナウイルス関連情報（令和３年５月８日） 

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/files/100186982.pdf 

 

※５月１３日 領事メール 

インド在留邦人の日本帰国のためのＰＣＲ検査の受診支援事業の開始 

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/files/100189367.pdf 

 

※５月１３日 領事メール 

日本への帰国・再入国の際に提示する「出国前 72時間以内の検査証明書」 

を入手される際の留意点 

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/files/100189366.pdf 

 

※５月１４日 領事メール 

日本航空による６月の臨時便の運航計画の変更 

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/files/100190158.pdf 

 

※５月１８日 領事メール 

日本航空による６月のベンガルール発臨時便運航日の変更 

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/files/100191059.pdf 

 

（お問い合わせ先） 

在コルカタ日本国総領事館 領事班 

電話: +91-(0)33-3507-6830（代表） 

領事班緊急連絡先：+91-(0)98310-13184 

email: ryoji_kolkata@cc.mofa.go.jp 

 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は，以下の URLから停

止手続きをお願いします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
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